
２ 市の行政機構
（１）行政組織機構図

令和６年４月１日現在

議 会 議会事務局 （次長） 庶務係、議事係

企 画 政 策 課

企画政策部 市 長 公 室

財 政 課 財政係

情 報 政 策 課 情報政策係

総 務 課 庶務係、法規係

総 務 部 職 員 課 人事給与係、研修厚生係

契 約 管 財 課 契約管財係、検査担当

地 域 防 災 課 防災係、地域安全係

市 民 課 市民窓口係、戸籍係、増戸連絡所係、市民相談窓口係　　　　　　　　

五 日 市 出 張 所 市民総合窓口係

市 民 部 保 険 年 金 課 国民健康保険係、後期高齢者医療係、年金係

課 税 課 市民税係、土地資産税係、家屋資産税係

徴 税 課 徴税係

環 境 政 策 課 環境政策係、環境の森推進係

環境農林部 生 活 環 境 課 生活環境係、清掃・リサイクル係

市 長 副市長 農 林 課 農政係、林務係

商 工 振 興 課 商工振興係

観光まちづくり推進課 観光まちづくり推進係

福 祉 総 務 課 福祉総務係、指導検査係

生 活 福 祉 課 生活福祉係、保護係

健康福祉部 障 が い 者 支 援 課 障がい者支援係、障がい者相談係

高 齢 者 支 援 課 高齢者支援係、介護保険係、介護認定係

健 康 課 健康づくり係、予防推進係

こ ど も 政 策 課 こども政策係、手当助成係、児童館係

こども家庭部 こども家庭センター 子育て支援事業係、相談係、母子保健係

保 育 課 保育係、神明保育園係、屋城保育園係、すぎの子保育園係

都 市 政 策 課

住 宅 政 策 課

区 画 整 理 推 進 室

都市整備部 交 通 政 策 課

建 設 課

生 活 排 水 対 策 課

施 設 営 繕 課 施設営繕係

会計管理者 会 計 課 会計係

教 育 総 務 課
教育総務係、教育施設係、学務係
学校給食センター建設準備係

指 導 室 指導主事、指導係、教職員係

教育委員会 教育長 教 育 部 学 校 給 食 課 秋川学校給食センター係、五日市学校給食センター係

生 涯 学 習 推 進 課 生涯学習係、文化財係、公民館係　　　　　　　

ス ポ ー ツ 推 進 課 スポーツ推進係　　　　　　　

図 書 館 庶務係、中央図書館係、東部図書館エル係、五日市図書館係               

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係

監査委員 監査係

農業委員会 農業委員会事務局（農林課担当）

固定資産評価審査委員会（総務課担当）

監査委員事務局

商工観光部

－3－



－4－

（２）税務機構及び事務分掌

令和６年４月１日現在

部 課 係 事 務 分 掌

市

民

部

課

税

課

２４人

市 民 税 係

９人

(１) 市税の総合的な調査及び研究に関すること。

(２) 市民税、軽自動車税及び市たばこ税の賦課及び調定に関すること。

(３) 市民税及び軽自動車税の減免に関すること。

(４) その他市民税、軽自動車税及び市たばこ税等に関すること。

(５) 課内の庶務に関すること。

土地資産税係

７人

(１) 土地に係る固定資産の評価に関すること。

(２) 土地に係る固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課及び調

定に関すること。

(３) 土地に係る固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の減免に関す

ること。

(４) 土地台帳及び公図に関すること。

(５) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(６) その他土地に係る固定資産税等に関すること。

家屋資産税係

７人

(１) 家屋に係る固定資産の評価に関すること。

(２) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。

(３) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。

(４) 家屋台帳に関すること。

(５) 償却資産に係る固定資産税等に関すること。

(６) その他家屋に係る固定資産税等に関すること。

徴

税

課

１１人

徴 税 係

１０人

(内派遣１人)

(１) 市税（国民健康保険税を含む。以下同じ。）の徴収に関すること。

(２) 市税の還付に関すること。

(３) 市税の督促に関すること。

(４) 市税の滞納処分に関すること。

(５) 市税の欠損処分に関すること。

(６) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(７) 納税の指導及び奨励に関すること。

(８) その他納税等に関すること。

保

険

年

金

課

２２人

国民健康保険係

１２人

(１) 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。

(２) 国民健康保険特別会計に係る予算及び決算に関すること。

(３) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(４) 国民健康保険の被保険者資格及び被保険者証に関すること。

(５) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(６) 国民健康保険高額療養費の資金貸付に関すること。

(７) 国民健康保険の診療報酬及び一部負担金に関すること。

(８) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(９) 国民健康保険税の減免に関すること。

(10) その他国民健康保険に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

後期高齢者医療係

５人
後期高齢者医療制度に関すること。

年 金 係

４人
国民年金に関すること。


